
○写  

柏 市 監 査 委 員 告 示 第  ５ 号  

 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ４ ２ 条 第 ５ 項 の 規 定

に 基 づ き 柏 市 職 員 措 置 請 求 に 係 る 監 査 を 行 っ た の で ， そ の 結 果 を 別

紙 の と お り 公 表 し ま す 。  

 

  令 和  ７ 年  ７ 月  ２ 日  

 

         柏 市 監 査 委 員   髙  橋  秀  明      

         柏 市 監 査 委 員   小  栗  一  徳  
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１  請 求 の 受 付  

  本 件 住 民 監 査 請 求 （ 以 下 「 本 件 請 求 」 と い う 。） に 係 る 柏 市 職

員 措 置 請 求 書 （ 以 下 「 請 求 書 」 と い う 。） は 令 和 ７ 年 ５ 月 ７ 日 に

受 け 付 け た 。  

 

２  請 求 の 要 旨  

  （ 請 求 書 か ら 原 文 の ま ま 記 載 。 な お ， 受 付 後 に 補 正 さ れ た 内 容

を 反 映 し て い る 。）  

柏 市 職 員 措 置 請 求 書  

 

 柏 市 長 に 関 す る 措 置 請 求 の 要 旨  

 

１  請 求 の 要 旨  

  柏 市 選 挙 管 理 委 員 会 は  

  令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ９ 月 ５ 日 、 令 和 ５ 年 ８ 月 ６ 日 執 行 の 柏

市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に 係 る 当 選 の 効 力 に つ い て 、 争 訟 の 結 果 、

小 川 学 の 当 選 が 無 効 と な っ た こ と を 発 表 し ま し た 。  

  不 作 為 と し て 、 未 だ 柏 市 長 は 小 川 学 の 不 当 利 得 で あ る 「 小 川

学 に 支 給 し た 議 員 報 酬 及 び 期 末 手 当 か ら 源 泉 徴 収 税 を 控 除 し た

金 員 、 同 人 の 所 属 す る 会 派 に 交 付 し た 政 務 活 動 費 」 及 び 「 最 終

支 給 日 か ら 返 還 ま で 年 ３ 分 の 割 合 に よ る 金 員 」 の 支 払 い を 小 川

学 に 対 し て 求 め て い ま せ ん 。  

  ≪ 当 該 不 作 為 が ，「 違 法 」 又 は 「 不 当 」 で あ る こ と ， 及 び そ

の 理 由 ≫  

  当 選 無 効 と な っ た 小 川 学 に 支 給 し た 議 員 報 酬 及 び 期 末 手 当 か

ら 源 泉 徴 収 税 を 控 除 し た 金 員 、 同 人 の 所 属 す る 会 派 に 交 付 し た

政 務 活 動 費 は 不 当 利 得 に 当 た り 、 そ の 返 還 を 求 め な い こ と は 財

産 の 管 理 を 怠 る 事 実 で あ る か ら 。  

  な お 、 小 川 学 が 市 会 議 員 と し て 行 っ た 行 為 を ど う 評 価 す る か

に つ い て は 、 令 和 ４ 年 （ 行 ヒ ） 第 ３ １ ７ 号 不 当 利 得 返 還 請 求 事

件 令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 第 三 小 法 廷 判 決 を 準 用 す べ き と 考 え

る 。  

  生 じ て い る 損 害  

  民 主 主 義 の 根 幹 を 成 す 公 職 選 挙 の 公 明 、 適 正 を 著 し く 害 さ れ

た ま ま で あ る こ と 。 次 回 選 挙 で さ ら に 巧 妙 な 居 住 実 態 作 り が 予

見 さ れ る こ と 。  

  請 求 人 は 不 作 為 を 改 め て 速 や か に 小 川 学 に 不 当 利 得 の 返 還 を

さ せ る こ と を 請 求 し ま す 。  

 

２  監 査 委 員 の 監 査 に 代 え て 個 別 外 部 監 査 契 約 に 基 づ く 監 査 に よ

る こ と を 求 め る 理 由  

  請 求 が 選 挙 に 関 す る こ と で あ る た め 、 議 員 選 出 監 査 委 員 が 半
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数 含 ま れ る 監 査 委 員 は 利 益 相 反 が 懸 念 さ れ る た め 。  

 

 地 方 自 治 法 第 ２ ４ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り ， 別 紙 事 実 証 明 書 を

添 え 必 要 な 措 置 を 請 求 し ま す 。 併 せ て ， 同 法 第 ２ ５ ２ 条 の ４ ３ 第

１ 項 の 規 定 に よ り ， 当 該 請 求 に 係 る 監 査 に つ い て ， 監 査 委 員 の 監

査 に 代 え て 個 別 外 部 監 査 契 約 に 基 づ く 監 査 に よ る こ と を 求 め ま

す 。  

 

 令 和 ７ 年 ５ 月 ７ 日  

 柏 市 監 査 委 員  殿  

 

３  請 求 者 （ 略 ）  

 

 

３  請 求 の 受 理  

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。）

第 ２ ４ ２ 条 に 規 定 す る 住 民 監 査 請 求 の 要 件 に 照 ら し て 審 査 し た 結

果 ， 本 件 請 求 は 要 件 を 具 備 し て い る も の と 判 断 し ， 令 和 ７ 年 ５ 月

１ ９ 日 に こ れ を 受 理 し た 。  

  な お 本 件 請 求 の う ち ，「 民 主 主 義 の 根 幹 を 成 す 公 職 選 挙 の 公 明 、

適 正 を 著 し く 害 さ れ た ま ま で あ る こ と 。 次 回 選 挙 で さ ら に 巧 妙 な

居 住 実 態 作 り が 予 見 さ れ る こ と 。」 は 法 第 ２ ４ ２ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 要 件 を 具 備 し て い な い と 判 断 し ， 令 和 ７ 年 ５ 月 １ ９ 日 に 却 下

し た 。  

 

４  監 査 の 実 施  

 (1) 個 別 外 部 監 査 契 約 に 基 づ く 監 査 を 行 わ な か っ た 理 由  

  請 求 人 は ， 本 件 請 求 に つ い て ， 法 第 ２ ５ ２ 条 の ４ ３ 第 １ 項 の

規 定 に よ り 監 査 委 員 の 監 査 に 代 え て 個 別 外 部 監 査 契 約 に 基 づ く

監 査 に よ る こ と を 求 め て い る が ， 本 件 請 求 の 監 査 を 行 う に 当 た

っ て は ， 特 に 外 部 の 者 に よ る 専 門 的 な 知 識 や 判 断 等 を 必 要 と す

る 事 案 で は な い と 考 え ら れ る た め ， 個 別 外 部 監 査 契 約 に 基 づ く

監 査 に よ る こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ な か っ た 。  

(2) 監 査 を 執 行 し た 監 査 委 員  

   髙  橋  秀  明  

   小  栗  一  徳  
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  な お ， 村 越 誠 監 査 委 員 及 び 塚 本 竜 太 郎 監 査 委 員 は ， 法 第 １ ９

９ 条 の ２ の 規 定 に よ り 除 斥 と し た 。  

 (3) 監 査 の 対 象 事 項  

  請 求 の 要 旨 及 び 請 求 書 に 添 え ら れ た 事 実 証 明 書 か ら ， 監 査 の

対 象 事 項 に つ い て 検 討 を 行 っ た 。  

  そ の 結 果 ， 小 川 学 氏 （ 以 下 「 本 件 元 議 員 」 と い う 。） 及 び 同

人 の 所 属 す る 会 派 に 支 給 及 び 交 付 し た 議 員 報 酬 ， 期 末 手 当 及 び

政 務 活 動 費 （ 以 下 「 議 員 報 酬 等 」 と い う 。） が 不 当 利 得 に 当 た

り ， そ れ ら の 金 員 及 び そ れ ら に 対 す る 利 息 に つ い て 返 還 を 求 め

て い な い こ と が 財 産 の 管 理 を 怠 る 事 実 で あ る か 否 か を 監 査 の 対

象 事 項 と し た 。  

(4) 監 査 対 象 部 局  

    議 会 事 務 局 庶 務 課  

(5) 請 求 人 の 証 拠 の 提 出 及 び 陳 述 の 機 会  

  令 和 ７ 年 ６ 月 ４ 日 ， 法 第 ２ ４ ２ 条 第 ７ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 請

求 人 に 証 拠 の 提 出 及 び 陳 述 の 機 会 を 設 け ， 陳 述 を 聴 取 し た 。 な

お ， 新 た な 証 拠 の 提 出 は な か っ た 。  

 (6) 監 査 対 象 部 局 及 び 関 係 部 局 に 対 す る 調 査  

   令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ０ 日 に 監 査 の 執 行 を 通 知 し ， 議 員 報 酬 等 の 支

給 等 に 関 す る 関 係 資 料 の 提 出 を 求 め ， 調 査 を 行 っ た 。  

   ま た ， 同 月 ２ １ 日 に 柏 市 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 に 対 し ， 本 件

元 議 員 の 当 選 の 効 力 に 関 す る 争 訟 の 経 過 に 係 る 資 料 の 提 出 を求

め ， 調 査 を 行 っ た 。  

 

５  監 査 の 結 果  

 (1) 本 件 請 求 に 係 る 事 実 の 確 認  

   監 査 対 象 部 局 等 か ら 提 出 を 受 け た 関 係 資 料 の 調 査 等 に 基 づ き

確 認 し た 事 実 は 次 の と お り で あ る 。  

  ア  本 件 元 議 員 の 議 員 歴 及 び 会 派 所 属 期 間 並 び に 当 選 の 効 力 に

関 す る 争 訟 の 経 過 に つ い て  

年 月 日  内 容  

令 和 ５ 年 ８ 月 ６ 日  柏 市 議 会 議 員 一 般 選 挙  
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令 和 ５ 年 ８ 月 ７ 日  

～ 令 和 ５ 年 ８ 月 ２ １ 日  

選 挙 人 に よ る 本 件 元 議 員 の 当 選 の 効 力 に 関 す

る 柏 市 選 挙 管 理 委 員 会 へ の 異 議 申 出 【 公 職 選

挙 法 第 ２ ０ ６ 条 第 １ 項 】  

令 和 ５ 年 ９ 月 １ 日  議 員 の 任 期 開 始  

令 和 ５ 年 ９ 月 ４ 日  会 派 結 成  

令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ ３ 日  
柏 市 選 挙 管 理 委 員 会 に よ る 決 定 （ 異 議 申 出 を

棄 却 す る 。）  

令 和 ５ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日

～ 令 和 ５ 年 １ １ 月 ２ 日  

柏 市 選 挙 管 理 委 員 会 の 決 定 に 不 服 が あ る 者 に

よ る 千 葉 県 選 挙 管 理 委 員 会 へ の 審 査 申 立 て

【 公 職 選 挙 法 第 ２ ０ ６ 条 第 ２ 項 】  

令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日  
千 葉 県 選 挙 管 理 委 員 会 に よ る 裁 決 （ 棄 却 の 決

定 を 取 り 消 す 。 当 選 を 無 効 と す る 。）  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ １ 日  
本 件 元 議 員 に よ る 東 京 高 等 裁 判 所 へ の 訴 訟 の

提 起 【 公 職 選 挙 法 第 ２ ０ ７ 条 第 １ 項 】  

令 和 ６ 年 ８ 月 １ ３ 日  議 員 辞 職  

令 和 ６ 年 ８ 月 １ ４ 日  会 派 消 滅  

令 和 ６ 年 ８ 月 １ ５ 日  本 件 元 議 員 に よ る 訴 え の 取 下 げ  

令 和 ６ 年 ８ 月 ２ ８ 日  

柏 市 選 挙 管 理 委 員 会 に よ る 告 示 「 当 選 は ， 令

和 ６ 年 ８ 月 ２ １ 日 に 確 定 し た 争 訟 の 結 果 ， 無

効 と な っ た 。」  

    本 件 元 議 員 は 令 和 ５ 年 ８ 月 ６ 日 執 行 の 柏 市 議 会 議 員 一 般 選

挙 に 当 選 後 ， 同 年 ９ 月 １ 日 か ら 議 員 の 職 に 就 き ， 令 和 ６ 年 ８

月 １ ３ 日 に 辞 職 願 を 議 長 に 提 出 し ， 同 日 ， 法 第 １ ２ ６ 条 の 規

定 に よ り 議 長 の 許 可 を 得 て 議 員 を 辞 職 し た 。  

    な お ， 法 第 １ ２ ８ 条 の 規 定 に よ り ， 公 職 選 挙 法 第 ２ ０ ６ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ る 異 議 の 申 出 ， 同 法 第 ２ ０ ６ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ る 審 査 の 申 立 て ， 又 は 同 法 第 ２ ０ ７ 条 第 １ 項 の 訴 訟 の

提 起 に 対 す る 決 定 ， 裁 決 又 は 判 決 が 確 定 す る ま で の 間 は ， そ

の 職 を 失 わ な い と さ れ て い る と こ ろ ， 本 件 元 議 員 は ， 判 決 が

確 定 す る 前 の 令 和 ６ 年 ８ 月 １ ３ 日 に 議 員 辞 職 し た 。  

    ま た ， 令 和 ５ 年 ９ 月 ４ 日 に 結 成 し た 所 属 議 員 ２ 名 の 会 派 に ，

同 日 か ら 議 員 辞 職 す る ま で 所 属 し た 。 そ し て 当 該 会 派 は 令 和

６ 年 ８ 月 １ ４ 日 に 消 滅 し た 。  

  イ  議 員 報 酬 の 支 給 状 況 に つ い て  

    柏 市 議 会 議 員 報 酬 等 支 給 条 例 の 規 定 に 基 づ き ， 次 の と お り

議 員 報 酬 が 支 給 さ れ て い る 。 な お 令 和 ６ 年 ８ 月 分 は ， 議 員 で

あ っ た ８ 月 １ ３ 日 ま で の 期 間 で 日 割 計 算 を し て 支 給 さ れ て い

る 。  

支 給 日  支 給 内 容  支 給 総 額  

令 和 ５ 年  ９ 月 ２ １ 日  令 和 ５ 年  ９ 月 分  577,000 円  
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令 和 ５ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日  令 和 ５ 年 １ ０ 月 分  577,000 円  

令 和 ５ 年 １ １ 月 ２ １ 日  令 和 ５ 年 １ １ 月 分  577,000 円  

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ １ 日  令 和 ５ 年 １ ２ 月 分  577,000 円  

令 和 ６ 年  １ 月 １ ９ 日  令 和 ６ 年  １ 月 分  577,000 円  

令 和 ６ 年  ２ 月 ２ １ 日  令 和 ６ 年  ２ 月 分  577,000 円  

令 和 ６ 年  ３ 月 ２ １ 日  令 和 ６ 年  ３ 月 分  577,000 円  

令 和 ６ 年  ４ 月 １ ９ 日  令 和 ６ 年  ４ 月 分  585,300 円  

令 和 ６ 年  ５ 月 ２ １ 日  令 和 ６ 年  ５ 月 分  585,300 円  

令 和 ６ 年  ６ 月 ２ １ 日  令 和 ６ 年  ６ 月 分  585,300 円  

令 和 ６ 年  ７ 月 １ ９ 日  令 和 ６ 年  ７ 月 分  585,300 円  

令 和 ６ 年  ８ 月 ２ １ 日  令 和 ６ 年  ８ 月 分  245,448 円  

合 計  6,625,648 円  

    （ 柏 市 議 会 議 員 報 酬 等 支 給 条 例 の 一 部 改 正 に よ り ， 令 和 ６ 年 ４

月 １ 日 か ら 議 員 報 酬 月 額 が 577,000 円 か ら 585,300 円 に 改 め ら れ

た 。）  

  ウ  期 末 手 当 の 支 給 状 況 に つ い て  

    柏 市 議 会 議 員 報 酬 等 支 給 条 例 の 規 定 に 基 づ き ， 次 の と お り

期 末 手 当 が 支 給 さ れ て い る 。  

支 給 日  支 給 内 容  支 給 総 額  

令 和 ５ 年 １ ２ 月  ８ 日  
 １ ２ 月 期  

（ 基 準 日 ： １ ２ 月 １ 日 ）  
913,968 円  

令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日  

 １ ２ 月 期 差 額 分  

（ 柏 市 会 議 員 報 酬 等 支 給

条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 差

額 の 支 給 ）  

41,544 円  

令 和 ６ 年  ６ 月 ２ ８ 日  
 ６ 月 期  

（ 基 準 日 ： ６ 月 １ 日 ）  
1,580,310 円  

合 計  2,535,822 円  

  エ  政 務 活 動 費 の 交 付 状 況 に つ い て  

    柏 市 議 会 政 務 活 動 費 交 付 条 例 の 規 定 に 基 づ き ， 次 の と お り

政 務 活 動 費 が 交 付 及 び 返 還 さ れ て い る 。  

 

交 付 日  

又 は 返 還 日  

交 付 額  

又 は 返 還 額  

（ 議 員 分 ）  

交 付 額  

又 は 返 還 額  

（ 会 派 分  

（ ２ 名 ））  

内 容  

令

和

５

年

度

分  

令 和 ５ 年  

 ９ 月 ２ ０ 日  
50,000 円  －  上 半 期 分 の 交 付  

令 和 ５ 年  

１ ０ 月 ２ ０ 日  
420,000 円  120,000 円  下 半 期 分 の 交 付  

令 和 ６ 年  

 ５ 月 ２ １ 日  
▲ 414,088 円  ▲ 120,000 円  残 余 金 の 返 還  

小 計  55,912 円  0 円  －  
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令

和

６

年

度

分  

令 和 ６ 年  

 ４ 月 ２ ２ 日  
420,000 円  120,000 円  上 半 期 分 の 交 付  

令 和 ６ 年  

 ９ 月 ２ ５ 日  
▲ 70,000 円  ▲ 20,000 円  

変 更 決 定 に 伴 う

差 額 の 返 還  

令 和 ６ 年  

１ １ 月 ２ ５ 日  
▲ 211,734 円  ▲ 8,960 円  残 余 金 の 返 還  

小 計  138,266 円  91,040 円  －  

合 計  194,178 円  91,040 円  －  

（ 返 還 額 は ▲ で 表 記 し て い る 。）  

 (2) 請 求 人 の 陳 述  

  請 求 人 の 陳 述 の う ち ， 監 査 の 対 象 事 項 に 係 る 説 明 の 要 旨 は 次

の と お り で あ る 。  

 ア  令 和 ６ 年 １ ０ 月 ７ 日 に ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● か ら 柏

市 長 へ 提 出 し た 本 件 元 議 員 の 不 当 利 得 返 還 に 関 す る 申 入 書 に

つ い て ， ６ か 月 以 上 待 っ て も 応 答 は な か っ た 。  

 イ  令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日 付 け で ， 千 葉 県 選 挙 管 理 委 員 会 に よ り ，

「 当 選 人 は ， 令 和 ５ 年 ８ 月 ６ 日 の 時 点 で ， 引 き 続 き ３ 箇 月 以

上 ， 柏 市 内 に 住 所 を 有 し て い な か っ た こ と か ら ， 本 件 選 挙 に

お け る 被 選 挙 権 を 有 し て い た と 認 め る こ と は で き な い 。」 と

結 論 付 け た 裁 決 書 が 出 さ れ ， 令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ ３ 日 付 け の 柏

市 選 挙 管 理 委 員 会 の 決 定 書 が 全 面 的 に 覆 っ た 。  

   令 和 ６ 年 ８ 月 １ ３ 日 付 け で 辞 職 し た 本 件 元 議 員 は ， 居 住 実

態 が な か っ た こ と で 当 選 無 効 に な っ た の だ か ら ， 議 員 報 酬 ，

期 末 手 当 及 び 政 務 活 動 費 に つ い て は ， 不 当 利 得 で あ り ， 返 還

を 求 め る 。  

   被 選 挙 権 の な い 者 が 議 員 と し て 活 動 し て い た と し て も ， そ

の 活 動 は 正 当 に 選 挙 さ れ た 市 議 会 議 員 に よ る 活 動 で は な い た

め ， そ の 間 に 支 払 わ れ た 議 員 報 酬 等 は 不 当 利 得 で あ る 。  

 

６  判 断  

  監 査 の 結 果 ， 本 件 請 求 に つ い て は 次 の と お り 判 断 し た 。  

 (1) 議 員 報 酬 の 支 給 に つ い て  

   議 員 報 酬 は ， 法 第 ２ ０ ３ 条 第 １ 項 及 び 柏 市 議 会 議 員 報 酬 等 支

給 条 例 の 規 定 に 基 づ き ， 議 員 の 職 に 就 い た 日 で あ る 令 和 ５ 年 ９

月 １ 日 か ら ， そ の 職 を 離 れ た 日 で あ る 令 和 ６ 年 ８ 月 １ ３ 日 ま で ，
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同 条 例 で 定 め る 額 が 支 給 さ れ て い る 。  

 (2) 期 末 手 当 の 支 給 に つ い て  

   期 末 手 当 は ， 法 第 ２ ０ ３ 条 第 ３ 項 及 び 柏 市 議 会 議 員 報 酬 等 支

給 条 例 の 規 定 に 基 づ き ， 基 準 日 （ １ ２ 月 １ 日 及 び ６ 月 １ 日 ） に

議 員 で あ る こ と に よ り ， 同 条 例 で 定 め る 額 が 支 給 さ れ て い る 。  

 (3) 政 務 活 動 費 の 交 付 及 び 返 還 に つ い て  

   政 務 活 動 費 は ， 法 第 １ ０ ０ 条 第 １ ４ 項 及 び 柏 市 議 会 政 務 活 動

費 交 付 条 例 の 規 定 に 基 づ き ， 議 員 及 び 会 派 に 同 条 例 で 定 め る と

お り 交 付 さ れ ， ま た 同 条 例 で 定 め る と お り 残 余 金 及 び 交 付 額 変

更 に 伴 う 差 額 が 返 還 さ れ て い る 。  

 

  な お ， 請 求 人 が 請 求 の 要 旨 等 で 述 べ て い る 最 高 裁 判 所 第 三 小 法

廷 令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 判 決 （ 令 和 ４ 年 （ 行 ヒ ） 第 ３ １ ７ 号 不 当

利 得 返 還 請 求 事 件 ） は ， 公 職 選 挙 法 第 ２ ５ １ 条 に よ り 当 選 無 効 と

な っ た 事 案 で あ る 。 同 条 で は ，「 当 選 人 が そ の 選 挙 に 関 し こ の 章

に 掲 げ る 罪 を 犯 し 刑 に 処 せ ら れ た と き 」 は 当 選 無 効 と す る 旨 が 規

定 さ れ て い る 。 請 求 人 及 び 関 係 部 局 等 か ら 提 出 さ れ た 資 料 か ら は ，

本 件 元 議 員 が 同 条 に 規 定 さ れ る 罪 を 犯 し 刑 に 処 せ ら れ 当 選 無 効 と

な っ た と い う 事 実 認 定 に は 至 ら な か っ た 。  

 

  以 上 の こ と か ら ， 本 件 元 議 員 及 び 同 人 の 所 属 す る 会 派 に 支 給 及

び 交 付 し た 議 員 報 酬 等 は 本 件 元 議 員 の 不 当 利 得 に 当 た ら ず ， そ の

返 還 を 求 め な い こ と が 財 産 の 管 理 を 怠 る 事 実 で あ る と す る 理 由 が

な い の で ， 本 件 請 求 は 棄 却 す る 。  

 

７  監 査 の 結 果 に 基 づ く 意 見  

  本 監 査 に お い て は ， 当 選 か ら 当 選 無 効 の 告 示 に 至 る 過 程 を つ ぶ

さ に 確 認 ， 検 証 し ， 法 令 等 の 規 定 に 照 ら し 合 わ せ た 上 で 結 果 を 導

き 出 し た も の で あ る が ， 今 回 の 事 案 に 対 し て ， 次 の と お り 意 見 を

述 べ る 。  

 

  公 職 選 挙 法 第 ９ 条 第 ２ 項 に は 「 日 本 国 民 た る 年 齢 満 １ ８ 年 以 上

の 者 で 引 き 続 き ３ 箇 月 以 上 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は ，
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そ の 属 す る 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 員 及 び 長 の 選 挙 権 を 有 す る 。」

と 規 定 さ れ ， 同 法 第 １ ０ 条 第 １ 項 第 ５ 号 に は 「 市 町 村 の 議 会 の 議

員 に つ い て は そ の 選 挙 権 を 有 す る 者 で 年 齢 満 ２ ５ 年 以 上 の も の 」

が 被 選 挙 権 を 有 す る と 規 定 さ れ て い る 。  

  今 回 の 事 案 で は ， 本 件 元 議 員 は 「 引 き 続 き ３ 箇 月 以 上 ， 柏 市 内

に 住 所 を 有 し て い な か っ た こ と か ら ， 本 件 選 挙 に お け る 被 選 挙 権

を 有 し て い た と 認 め る こ と は で き な い 」 と し て ， こ の 住 所 要 件 の

不 備 に よ り 当 選 無 効 と な っ て い る が ， 任 期 途 中 で 議 員 の 職 を 失 う

こ と は ， そ の 元 議 員 に 投 票 し た 市 民 の 期 待 を 裏 切 る 結 果 に つ な が

る 。  

  ま た ， 議 会 は 地 域 住 民 の 代 表 と し て 多 様 な 意 見 や 価 値 観 を 調 整

し な が ら 市 の 意 思 決 定 を 行 う 場 で あ る と と も に ， 適 正 で 効 果 的 な

行 政 運 営 が 行 わ れ て い る か を チ ェ ッ ク す る 役 割 が あ る 。 そ の 役 割

を 担 う 議 員 に は ， 高 い 倫 理 観 に 加 え て 法 令 等 の 理 解 と 遵 守 が 不 可

欠 で あ る 。 し か し な が ら ， 今 回 の 事 案 の よ う に 住 所 要 件 と い う 基

本 的 な 法 令 規 定 を 満 た さ な い ま ま 当 選 し た 議 員 が 存 在 し た こ と は ，

議 員 の 資 質 に 対 し て 市 民 が 疑 念 を 抱 く こ と に な り か ね ず ， 誠 に 遺

憾 で あ る 。  

  そ も そ も 前 述 の 住 所 要 件 に つ い て は ， 議 員 が 市 民 の 代 表 と し て

活 動 す る た め に は ， 地 域 の 課 題 等 を 把 握 し て い る こ と が 必 要 で あ

る こ と か ら 設 け ら れ て い る も の と 考 え る 。  

  以 上 の こ と か ら ， 市 議 会 議 員 選 挙 に 立 候 補 し よ う と す る 者 は ，

一 人 一 人 が 法 令 等 を 理 解 ， 遵 守 し て ， 公 正 な 政 治 活 動 及 び 選 挙 運

動 に 努 め る こ と が 強 く 求 め ら れ る 。  

  今 後 こ の よ う な 事 案 が 繰 り 返 さ れ ぬ よ う ， 市 議 会 議 員 選 挙 に 立

候 補 し よ う と す る 者 は 法 令 等 を 遵 守 す る と と も に ， 全 国 で 同 様 の

事 案 が 発 生 し て い る こ と か ら も ， 公 職 選 挙 法 を 所 管 す る 国 に お い

て ， 選 挙 制 度 の 公 正 性 が 担 保 さ れ る よ う な 仕 組 み 作 り が さ ら に 進

ん で い く こ と を 切 に 願 う も の で あ る 。  

 


